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郡市等医師会の活動報告

令和７年度 備中ブロック医師会協議会
 笠岡医師会副会長　永　山　幹　夫

　備中ブロック医師会協議会が、今年度は笠岡医師会の主幹により、令和７年10月25日（土）ホ
テル グラン・ココエ倉敷（倉敷市阿知）にて開催されました。
　本協議会は、高梁・井原・吉備・新見・浅口・笠岡の６医師会で構成され、毎年協議会および
懇親会を開催しています。

【協議テーマ】
　本年度の協議テーマは、「会員が減少する中での医師会運営の現状と問題点について」でした。
　各医師会より報告が行われ、活発な討議と意見交換がなされました。
　協議では、多くの医師会エリアで自治体がいかに対策を講じても、人口減少は政府の予測どお
り急速に進行しており、今後もこの傾向が続くと考えざるを得ないとの意見がありました。
　それに伴い、地域のインフラ・マンパワーの縮小や医師会員の高齢化と減少は避けられず、医
師会運営は、今後ますます「選択と集中」を迫られる局面に入るとの認識が示されました。

【医師会員減少に伴う資金対策と運営の工夫】
　会員数の減少は各医師会の財政を直撃しており、持続的な運営のための工夫が求められていま
す。一部の医師会では、介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどの関連事業を運営し、そ
の収益を医師会財政に組み込むことで、安定した活動を維持しているとの報告がありました。
　また、在宅当番補助費を医師会予算に計上し、行政との協議を通じて補助費の増額を実現して
いる事例も紹介されました。
　一方で、人手不足や資金難により、関連施設の縮小や事務職員を常勤からパート勤務へ移行し、
人件費を抑制するなど、現実的な対応を進める医師会も見受けられました。このように、各地域
の実情に応じた多様な財政対策が取られていることが明らかとなりました。
　さらに、医師会の存続と地域医療体制の維持を目的として、医療機関の事業承継のあっせんを
行う取り組みや、病欠などで一時的に医師が不足する医療機関に対して応援医師を派遣するなど、
助け合いの体制を整備している医師会もあり、医師会内で支え合う仕組みづくりが進められてい
ることが報告されました。

【医師会館と広域連携の方向性】
　医師会館のあり方についても意見が分かれました。地域医療の拠点として、堅固な会館を維持・
整備する医師会がある一方で、将来の医師会縮小や合併を見据え、改築を行わず賃貸物件への移
行を検討する医師会もありました。
　人口減少が進む中で、今後は広域的な医療連携の強化や、備中ブロック内でも医師会同士の連
携・統合の可能性を検討する必要があるとの意見も出されました。
　医療資源が限られる中、地域全体での協力体制の構築が今後の重要課題として位置づけられて
います。
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産科医療補償制度と医事紛争、�
そして持続可能な周産期医療体制へ

 岡山県医師会理事　増　山　　　寿

　わが国の医療訴訟件数は全体として減少傾向にあり、特に産婦人科領域ではその減少が
顕著である。最高裁判所の司法統計によれば、2000年代前半に年間200件前後あった産婦
人科関連訴訟は、2020年代には年間50件程度にまで減少している。この変化の背景には、
医療安全への意識の高まりに加え、2009年に創設された「産科医療補償制度」が果たした
役割が大きい。
　本制度は、分娩に関連して重度脳性麻痺となった児の家族に対して、経済的補償ととも
に原因分析を行い、再発防止を図る仕組みである。申請が認められた場合、補償金が速や
かに支払われるだけでなく、第三者機関による分析報告書が提供される。家族は結果を通
じて、発症原因や医療の妥当性について一定の理解を得ることができ、訴訟に至る前に心
理的な整理をつけやすくなる。医療側にとっても、原因分析が再発防止に直結し、紛争の
早期解決に資する点で制度の意義は大きい。制度開始以降、分娩関連訴訟の件数が明らか
に減少したとの報告もある。
　もっとも、制度の対象は一定基準を満たす脳性麻痺児に限られ、母体死亡、分娩外傷、
予期せぬ新生児転帰などは補償の範囲外である。そのため、すべての医事紛争を制度で解
決できるわけではない。現場では、インフォームド・コンセントの充実、説明記録の整備、
家族への丁寧なコミュニケーションといった、基本的かつ地道な取り組みが重要である。
紛争の多くは「説明不足」や「信頼の欠如」から生じる。事案発生時には、事実関係を迅
速に整理し、誠意をもって説明する姿勢こそが、信頼回復の第一歩となる。
　また、院内事故調査制度や医療安全管理室の機能強化、弁護士や医療メディエーターを
含むリスクマネジメントチームの導入など、組織的支援体制の整備も欠かせない。医師個
人が孤立せず、早期に相談できる環境づくりは、医療の持続可能性の観点からも重要であ
る。
　現在、地方では分娩取扱施設の減少や当直体制の疲弊など、周産期医療を取り巻く環境
は厳しさを増している。訴訟リスクを恐れて分娩を中止する施設もあり、医療者の心理的
負担が地域医療の空洞化につながる懸念もある。産科医療補償制度が紛争抑止に一定の成
果を上げてきた今こそ、医療と社会の信頼関係をさらに深め、安心して出産できる体制を
地域全体で支える仕組みが求められる。行政、医師会、医療機関が連携し、勤務環境の改
善や専門人材の育成、周産期ネットワークの強化を図ることが、持続可能な周産期医療体
制構築への鍵となる。
　産科医療補償制度は、単なる補償制度ではなく、医療と社会をつなぐ「信頼の架け橋」
である。制度創設から15年を経た今、その成果を検証しつつ、周産期医療を将来へ継承す
るための仕組みとして、より幅広い役割を担うことも検討される時期と考える。医療者一
人ひとりの誠実な対応と、社会全体の理解と支援があってこそ、安心で持続可能な周産期
医療が実現する。
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